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８
月
22
日
、「
公
益
財
団
法
人　

人
権
教
育

啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー
（
理
事
長　

横
田
洋

三
）」
で
、
第
４
回
有
識
者
会
議
が
開
か
れ
ま

し
た
。
こ
れ
は
法
務
省
が
平
成
29
年
度
事
業
と

し
て
セ
ン
タ
ー
に
、「
部
落
差
別
解
消
法
」
の

「
６
条
に
係
る
調
査
」
の
内
容
、
手
法
等
に
関

す
る
有
識
者
会
議
（
別
掲
委
員
）
が
設
け
ら

れ
、
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
た
も
の
で
す
。
全

国
人
権
連
は
、
新
井
直
樹
（
本
部
事
務
局

長
）、
三
枝
茂
夫
（
埼
玉
人
権
連
会
長
）、
長
嶋

茂
（
神
奈
川
人
権
連
書
記
長
）
が
出
席
し
て
、

意
見
表
明
と
質
問
に
応
じ
て
き
ま
し
た
。

　

主
に
要
請
し
た
こ
と
は
次
に
点
で
す
。
１
，

法
の
６
条
に
も
と
づ
く
教
育
啓
発
な
ど
「
施
策

の
実
施
に
資
す
る
た
め
」
の
「
部
落
差
別
の
実

態
に
係
る
調
査
」
は
、
現
行
の
人
権
侵
犯
統
計

調
査
の
範
囲
に
留
め
、「
同
和
問
題
に
関
す
る

人
権
侵
犯
」
の
歴
史
的
背
景
（
例
え
ば
「
落
書

き
」「
同
和
地
区
問
い
合
わ
せ
」
は
い
つ
か
ら

多
く
な
る
か
等
）
や
社
会
的
影
響
の
有
無
、
ま

た
ど
の
よ
う
な
種
類
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い

る
の
か
、
実
害
行
為
と
の
区
別
な
ど
の
丁
寧
な

分
析
を
求
め
ま
す
。
２
，
部
落
問
題
、
部
落
差

別
と
は
何
か
の
基
本
認
識
を
持
つ
こ
と
。
３
，

政
府
も
「
部
落
」
は
著
し
く
変
化
し
た
事
実
を

認
め
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
こ
と
。
４
，
法

の
６
条
「
調
査
」
は
国
会
論
戦
と
参
議
院
付
帯

決
議
を
遵
守
し
、
生
活
実
態
調
査
は
行
わ
な
い

こ
と
。
５
，
専
門
委
員
会
の
ま
と
め
に
は
、
○

現
行
の
自
治
体
等
で
の
「
調
査
」
等
が
内
心
に

踏
み
込
み
意
識
改
変
の
強
要
、
設
問
が
新
た
な

偏
見
を
助
長
し
て
い
る
問
題
点
を
指
摘
し
、
○

部
落
問
題
解
決
に
確
信
と
展
望
が
持
て
る
啓
発

内
容
に
改
善
す
る
こ
と
に
触
れ
、
○
差
別
規

制
・
禁
止
な
ど
の
新
た
な
施
策
選
択
の
要
望
を

匂
わ
す
よ
う
な
設
問
項
目
や
内
容
は
含
ま
な
い

こ
と
。
を
強
く
要
望
し
ま
し
た
。

　

質
疑
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
流

国
会
論
戦
と
附
帯
決
議
の
遵
守
を

「『
部
落
差
別
』
固
定
化
法
」 

６
条
「
調
査
」
で
ヒ
ア
リ
ン
グ

通
の
状
況
と
適
切
な
対
処
に
つ
い
て
、
部
落
問

題
の
解
決
状
況
に
反
す
る
「
部
落
問
題
が
あ
る

と
思
う
の
は
」
の
設
問
項
目
、「
同
和
地
区
」

が
有
る
と
す
る
啓
発
パ
ン
フ
や
意
識
調
査
の
問

題
、
問
題
の
多
い
教
科
書
記
述
を
反
映
し
た
用

語
の
ネ
ッ
ト
へ
の
反
映
な
ど
の
や
り
取
り
が
短

時
間
行
わ
れ
ま
し
た
。
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１
，�

法
の
６
条
に
も
と
づ
く
教
育
啓
発
な
ど

「
施
策
の
実
施
に
資
す
る
た
め
」
の
「
部

落
差
別
の
実
態
に
係
る
調
査
」
は
、
現
行

の
人
権
侵
犯
統
計
調
査
の
範
囲
に
留
め
、

「
同
和
問
題
に
関
す
る
人
権
侵
犯
」
の
歴

史
的
背
景
（
例
え
ば
「
落
書
き
」「
同
和

地
区
問
い
合
わ
せ
」
は
い
つ
か
ら
多
く
な

る
か
等
）
や
社
会
的
影
響
の
有
無
、
ま
た

ど
の
よ
う
な
種
類
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て

い
る
の
か
、
実
害
行
為
と
の
区
別
な
ど
の

丁
寧
な
分
析
を
求
め
ま
す
。

　

「
部
落
差
別
解
消
法
」
に
つ
い
て
全
国
地
域

人
権
運
動
総
連
合
を
は
じ
め
弁
護
士
団
体
や
教

職
員
団
体
、
自
治
体
職
員
団
体
な
ど
多
く
の
人

び
と
は
、
立
法
事
実
は
な
く
、
自
由
な
社
会
的

交
流
が
進
ん
で
い
る
も
と
で
、
特
別
な
同
和
対

策
事
業
や
同
和
補
助
金
、
部
落
の
子
を
特
定
す

る
偏
向
教
育
な
ど
の
継
続
を
求
め
る
根
拠
と
な

り
、
部
落
問
題
解
決
に
逆
行
す
る
と
反
対
を
し

育
啓
発
の
問
題
を
指
摘
し
ま
す
。

最
後
に
付
け
た
資
料
は
、
先
般
「
人
権
意
識
調

査
」
の
中
止
を
申
し
入
れ
た
も
の
で
す
。

２
，�

部
落
問
題
、
部
落
差
別
と
は
何
か
の
基
本

認
識
を
持
つ
こ
と

　

部
落
問
題
の
主
た
る
属
性
は
封
建
的
身
分
の

残
滓
・
残
り
物
で
す
。
忌
避
と
侮
蔑
及
び
そ
れ

に
伴
う
貧
困
を
克
服
し
、「
部
落
」
と
「
部

落
」
外
の
人
々
が
地
域
や
全
国
で
融
合
す
る
こ

と
が
部
落
問
題
解
決
で
あ
り
、
道
筋
で
す
。
そ

の
基
礎
的
条
件
は
新
憲
法
制
定
を
始
め
と
す
る

戦
後
改
革
で
成
立
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
１
９

５
０
年
代
半
ば
か
ら
の
民
主
主
義
的
高
揚
と
相

侯
っ
た
高
度
経
済
成
長
と
社
会
構
造
の
変
化
に

よ
り
、「
部
落
」
の
人
々
の
雇
用
が
促
進
さ

れ
、
地
域
の
閉
鎖
性
が
打
破
さ
れ
、「
部
落
」

内
外
の
障
壁
の
崩
壊
が
進
み
、
特
別
対
策
の
実

施
や
国
民
の
素
直
な
関
心
の
高
ま
り
な
ど
に
よ

り
様
々
な
格
差
が
縮
小
し
、
居
住
や
結
婚
の
自

由
も
拡
大
し
ま
し
た
。
部
落
問
題
の
解
決
は
高

度
経
済
成
長
政
策
の
行
き
詰
ま
り
や
バ
ブ
ル
経

済
の
崩
壊
後
の
国
民
一
般
の
犠
牲
強
化
の
中
で

も
不
可
逆
的
に
前
進
し
、
今
日
、「
部
落
」
を

理
由
と
す
る
実
態
的
な
実
害
あ
る
人
権
侵
害
行

為
、
い
わ
ゆ
る
部
落
差
別
は
社
会
問
題
と
し
て

「
調
査
」
に
関
す
る
要
望
等全

国
人
権
連
事
務
局
長　

新
井 

直
樹

ま
し
た
。

　

も
と
よ
り
「
法
」
に
「
部
落
差
別
」
の
定
義

が
な
い
も
と
で
、「
調
査
」
を
行
う
こ
と
は
不

可
能
で
す
。
国
会
審
議
で
も
提
案
者
は
定
義
を

明
確
に
せ
ず
「
肌
で
感
じ
る
実
態
」
と
抽
象
的

に
し
か
述
べ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

　

今
回
、
人
権
連
の
意
見
陳
述
で
は
、
１
，
部

落
問
題
、
部
落
差
別
と
は
何
か
の
基
本
認
識
を

持
つ
こ
と　

２
，
政
府
も
「
部
落
」
は
著
し
く

変
化
し
た
事
実
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え

る
こ
と　

３
，
国
会
論
戦
と
参
議
院
付
帯
決
議

を
遵
守
す
る
こ
と
を
主
に
述
べ
ま
す
。

　

続
け
て
、（
神
奈
川
・
長
嶋
）
か
ら
部
落
問

題
解
決
の
実
態
に
反
す
る
意
識
調
査
の
設
問
が

新
た
な
偏
見
を
拡
げ
て
い
る
状
況
を
説
明
し
、

あ
ら
た
な
「
調
査
」
は
不
要
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
ま
す
。
そ
の
後
に
（
埼
玉
・
三
枝
）
か
ら
市

の
高
校
生
に
た
い
す
る
「
意
識
調
査
」
の
設
問

項
目
が
偏
見
を
植
え
付
け
か
ね
な
い
、
時
代
錯

誤
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
、
調
査
や
教
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基
本
的
に
は
解
決
し
た
と
言
え
る
段
階
に
到
達

し
て
い
ま
す
。

　

確
か
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
匿
名
の
情

報
流
通
増
大
の
中
で
様
々
な
人
権
侵
害
が
増
加

す
る
傾
向
が
見
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
主

と
し
て
経
済
的
格
差
を
拡
大
さ
せ
て
い
る
人
間

軽
視
の
政
治
に
対
す
る
不
平
不
満
等
に
起
因
す

る
も
の
で
あ
り
、
現
行
法
の
下
で
適
切
に
対
処

す
べ
き
こ
と
で
す
。

　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー
は
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
」
に
係
わ
る
実
態
把
握
を
行
っ
た
際
に
、
脅

迫
的
言
動
な
ど
の
類
型
を
示
し
た
が
、
参
考
に

す
べ
き
で
す
。

　

虚
構
の
部
落
差
別
深
刻
論
を
排
除
し
て
、
国

民
の
人
権
と
民
主
主
義
の
前
進
に
役
立
つ
教
育

環
境
を
整
え
る
こ
と
や
、
内
心
に
踏
み
込
み
国

民
の
意
識
改
変
を
進
め
る
一
部
の
違
法
な
啓
発

を
止
め
る
こ
と
、
ネ
ッ
ト
上
の
自
由
な
情
報
流

通
の
促
進
こ
そ
、
い
ま
切
実
に
求
め
ら
れ
て
い

る
も
の
で
す
。

３
，�

政
府
も
「
部
落
」
は
著
し
く
変
化
し
た
事

実
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
こ
と

　

33
年
に
及
ぶ
同
和
対
策
事
業
の
実
施
に
よ

り
、
部
落
の
世
帯
構
成
な
ど
に
著
し
い
変
化
が

生
じ
、
政
府
も
２
０
０
２
年
３
月
末
で
特
別
対

策
を
終
結
し
た
理
由
の
な
か
で
、
大
き
な
変
化

を
認
め
て
い
ま
す
。

　

総
務
省
大
臣
官
房
地
域
改
善
対
策
室
が
２
０

０
２
年
３
月
に
ま
と
め
た
「
同
和
行
政
史
」
の

な
か
で
「
特
別
対
策
を
終
了
す
る
理
由
」
を
３

点
挙
げ
て
い
ま
す
が
３
点
目
を
述
べ
ま
す
。

　

第
三
は
、
経
済
成
長
に
伴
う
産
業
構
造
の
変

化
、
都
市
化
等
に
よ
っ
て
大
き
な
人
口
移
動
が

起
こ
り
、
同
和
地
区
に
お
い
て
も
同
和
関
係
者

の
転
出
と
非
同
和
関
係
者
の
転
入
が
増
加
し

た
。
こ
の
よ
う
な
、
大
規
模
な
人
口
変
動
の
状

況
下
で
は
、
同
和
地
区
・
同
和
関
係
者
に
対
象

を
限
定
し
た
施
策
を
継
続
す
る
こ
と
は
実
務
上

困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い

う
も
の
で
す
。

　

こ
こ
で
「
同
和
地
区
に
お
い
て
も
同
和
関
係

者
の
転
出
と
非
同
和
関
係
者
の
転
入
が
増
加
」

と
指
摘
し
て
い
る
点
は
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た

「
部
落
」「
同
和
地
区
」
が
部
落
・
同
和
地
区

で
な
く
な
っ
て
い
る
状
況
を
指
し
て
い
ま
す
。

　

い
ま
か
ら
24
年
前
の
１
９
９
３
年
の
時
点
で

す
ら
、
全
国
の
同
和
地
区
の
状
況
は
、
政
府
調

査
を
も
と
に
し
た
統
計
で
推
定
す
れ
ば
、
全
世

帯
の
内
で
、
夫
婦
と
も
「
同
和
関
係
者
」
は

24
・
７
％
、
夫
婦
い
ず
れ
か
一
方
が
地
区
外
は

15
・
８
％
、
夫
婦
と
も
同
和
関
係
者
で
な
い
は

59
・
５
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
従
来
の
「
部
落
」
の
枠
組
み
が
崩
壊
し
、

い
わ
ゆ
る
「
部
落
」
が
部
落
で
な
く
な
っ
て
い

る
状
況
で
す
。
よ
っ
て
か
つ
て
の
「
同
和
地

区
」
を
掘
り
返
し
た
り
国
政
デ
ー
タ
に
よ
る
比

較
「
調
査
」
は
全
く
意
味
が
無
く
、
行
政
上
特

定
は
不
可
能
で
あ
り
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害

し
か
ね
な
い
も
の
で
す
。

４
，�

法
の
６
条
「
調
査
」
は
国
会
論
戦
と
参
議

院
付
帯
決
議
を
遵
守
し
、
生
活
実
態
調
査

は
行
わ
な
い
こ
と

　

12
月
１
日
の
参
院
法
務
委
員
会
で
提
案
者
は

「
個
人
や
地
域
を
特
定
し
な
い
」
と
答
弁
し
て

い
ま
す
。
○
若
狭
勝
・
衆
議
院
議
員　

本
法
案

は
、
あ
く
ま
で
、
そ
う
し
た
対
象
と
な
る
個
人

と
か
地
域
、
い
わ
ゆ
る
旧
同
和
地
区
を
特
定
し

た
上
で
、
そ
の
中
の
個
人
と
か
地
区
等
々
に
つ

い
て
実
態
調
査
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
全
く
考

え
て
お
り
ま
せ
ん
。
○
仁
比
聡
平
議
員　

つ
ま

り
、
旧
同
和
特
別
対
策
の
対
象
地
域
と
し
て
指

定
を
さ
れ
て
い
た
地
域
の
住
民
を
抽
出
し
て
行

う
と
い
う
、
こ
れ
は
こ
の
法
案
で
は
や
ら
な
い

ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
○
若
狭
勝
・
衆
議

院
議
員　

結
論
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
と
、
こ
の

法
案
の
下
で
実
態
調
査
を
行
う
と
い
う
の
は
、

そ
う
し
た
旧
同
和
地
区
を
特
定
し
た
上
で
、
そ
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こ
の
中
の
個
人
の
人
な
ど
を
特
定
し
た
上
で
の

調
査
と
い
う
の
は
、
全
く
行
う
予
定
で
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。
と
説
明
し
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
12
月
１
日
の
参
議
院
法
務
委
員
会
附
帯

決
議
は
、
○
三　

国
は
、
部
落
差
別
の
解
消
に

関
す
る
施
策
の
実
施
に
資
す
る
た
め
の
部
落
差

別
の
実
態
に
係
る
調
査
を
実
施
す
る
に
当
た
っ

て
は
、
当
該
調
査
に
よ
り
新
た
な
差
別
を
生
む

こ
と
が
な
い
よ
う
に
留
息
し
つ
つ
、
そ
れ
が
真

に
部
落
差
別
の
解
消
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ

う
、
そ
の
内
容
、
手
法
等
に
つ
い
て
慎
重
に
検

討
す
る
こ
と
。
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
論
戦
内
容
や
付
帯
決
議
を
厳
重
に
守
っ
て
下

さ
い
。

５
，�

最
後
に
、
専
門
委
員
会
の
ま
と
め
に
は
、

○
現
行
の
自
治
体
等
で
の
「
調
査
」
等
が

内
心
に
踏
み
込
み
意
識
改
変
の
強
要
、
設

問
が
新
た
な
偏
見
を
助
長
し
て
い
る
問
題

点
を
指
摘
し
、
○
部
落
問
題
解
決
に
確
信

と
展
望
が
持
て
る
啓
発
内
容
に
改
善
す
る

こ
と
に
触
れ
、
○
差
別
規
制
・
禁
止
な
ど

の
新
た
な
施
策
選
択
の
要
望
を
匂
わ
す
よ

う
な
設
問
項
目
や
内
容
は
含
ま
な
い
こ
と

を
強
く
要
望
し
ま
す
。

６
条
調
査
有
識
者
会
議
の
メ
ン
バ
ー

【
座
長
】

　

坂
本　

茂
樹
（
国
際
人
権
法
）

　

・
同
志
社
大
学
法
学
部
教
授

　

・

元
国
連
人
権
理
事
会
諮
問
委
員
会
委
員

（
平
成
20
年
～
25
年
）

　

・
大
阪
市
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
審
査
会
会
長

【
構
成
員
】

　

石

田　

法
子
（
弁
護
士
）

　

・
元
日
弁
連
副
会
長

　

・
元
大
阪
弁
護
士
会
会
長

　

・
最
高
裁
ハ
ン
セ
ン
病
調
査
委
員
会
委
員

　

関　

正
雄
（
企
業
の
社
会
的
責
任
）

　

・

損
保
ジ
ャ
パ
ン
日
本
興
亜
株
式
会
社
Ｃ

Ｓ
Ｒ
室
シ
ニ
ア
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

　

・
明
治
大
学
経
営
学
部
特
任
准
教
授

　

・

経
済
産
業
省
Ｃ
Ｓ
Ｒ
研
究
会
委
員
（
平

成
20
年
度
～
26
年
度
）

　

稲

葉　

昭
英
（
社
会
学
）

　

・
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
教
授

　

・

東
京
都
港
区
男
女
平
等
参
画
会
議
会
長

（
平
成
24
年
～
28
年
）

　

・
相
模
原
市
男
女
平
等
参
画
審
議
会
会
長

　

佐

藤　

佳
弘
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）

　

・
武
蔵
野
大
学
工
学
部
教
授

　

・（
株
）
情
報
文
化
総
合
研
究
所
代
表
取

締
役
所
長

　

大

久
保　

貴
世
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）

　

・（
一
財
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
協
会
主
幹

研
究
員

　

・

警
察
庁
総
合
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
会
議

サ
イ
バ
ー
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
分
科
会

委
員


